
所在地： 山梨県南巨摩郡増穂町小林４３０－１

業務内容： 事務機、光学機器の開発・生産・販売

設立： １９６０年

法・条例基準 事業所基準 実測最大値

水素イオン濃度（pH） - 5.0 - 9.0 5.9 - 8.5 7.3-8.5

生物化学的酸素要求量（BOD） (mg/l) 600 480 470

浮遊物質量（SS） (mg/l) 600 480 470

n-ヘキサン抽出物質 (動植物油) (mg/l) 30 24 22
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区分 法・条例基準値 事業所基準値 実測最大値

朝 65 60 50

昼 70 65 58

夕 65 60 51

夜間 60 55 46
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区分 法・条例基準値 事業所基準値 実測最大値                                                                     

昼 65 60 <30

夜間 60 55 <30
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＊
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法・条例基準：騒音規制法基準値を適用。

法・条例基準：法規制等:下水道法で最も厳しい基準。

事業所基準値：法規制で最も厳しい基準の８０％値。
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騒音 ( 単位：dB )

大気（煤煙）

法規制対象の煤煙発生施設（ボイラー等）がないため、２００７年の測定実績はありません。今後、煤煙発生施設の設置等、付近へ
の影響が予測される場合、測定を実施いたします。

水質（事業所排水）

項目

悪臭の発生する恐れがないため、２００７年の測定実績はありません。今後、悪臭発生施設の設置等、付近への影響が予測される場
合、測定を実施致します。

法・条例基準：振動規制法規制値を適用。

振動 ( 単位：dB )

事業所基準値：騒音規制法基準値から５dB引いた値を適用。

事業所基準値：振動規制法規制値から５dB引いた値を適用。

悪臭 ( 単位：ppm )

　§ ニスカ（株）2007年データ

事業所環境管理実績


